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これからの季節は登山やきのこ
狩りなど、山に入る機会が増え
ます。山や山の近くで活動する
時は、十分な注意が必要です。

これからの季節は

にご注意をクマ

ク
マ
に
出
会
わ
な
い
た
め
に

▼
鈴
や
ラ
ジ
オ
な
ど
音
の
出
る
も
の

を
身
に
つ
け
、人
の
存
在
を
ク
マ
に

知
ら
せ
る
。

▼
ク
マ
の
行
動
が
活
発
な
朝
夕
や
霧

の
出
て
い
る
時
の
入
山
を
控
え

る
。

▼
ク
マ
の
フ
ン
や
足
跡
を
見
つ
け
た
ら

引
き
返
す
。

▼
山
へ
入
っ
た
時
は
、残
飯
な
ど
の
ご

み
を
必
ず
持
ち
帰
る（
味
を
覚
え

さ
せ
な
い
）。

▼
入
山
地
域
の
ク
マ
情
報
を
収
集
す

る
。

※
県
内
の
目
撃
情
報
は
、県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ「
ク
ママッ
プ
」で
確
認
で
き
ま

す
。

※
市
内
の
目
撃
情
報
は
メ
ー
ル
で
受

信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
市
メ
ー

ル
配
信
サ
ー
ビ
ス「
安
全
安
心
」を

選
択
）。

ク
マ
を
人
里
周
辺
に

　
寄
せ
付
け
な
い
た
め
に

▼
畑
や
庭
先
な
ど
に
生
ご
み
な
ど
エ

サ
に
な
る
も
の
を
放
置
し
な
い
。

▼
ク
マ
を
誘
う
恐
れ
の
あ
る
果
樹
の

実
を
採
取
し
て
お
く（
栗
や
柿
な

ど
）。

問
合
先
農
務
課 

☎
35-

３
１
４
１

　市では、次の計画を見直すにあたり、パブリックコメント（市
民意見の募集）を行います。皆様のご意見をお寄せください。

●傍聴は先着順となります。  ●開催日時や場所が変更する場合があります。また、議題など詳細についても担当課へお問い合わせください。

委員会・審議会を公開しています 公開予定の委員会・審議会
開催日 会議名ほか 担当課

9月1日（月） 選挙管理委員会　
9:00～  市役所  4階中会議室

選挙管理委員会事務局
☎ 35－3133

9月2日（火）

選挙管理委員会　
9:00～  市役所  2階 202会議室

選挙管理委員会事務局
☎ 35－3133

農業経営基盤強化推進会議
19:00～  市役所  2階 201・202会議室

農務課
☎ 35－3141

開催日 会議名ほか 担当課

9月4日（木） 子どもにやさしいまちづくり推進会議
14:00～  市役所  2階201・202会議室

子育て支援課
☎ 35－3140

9月8日（月） 庁議（幹部会）
8:30～  市役所  4階特別会議室

企画課
☎ 35－3131

9月10日（水） 農業委員会
13:30～  市役所  地下市民ホール

農業委員会事務局
☎ 35－3141

計画（案）の名称 問合・提出先

市営住宅の活用見直し 都市整備課 ☎35－3176　FAX35－3168
Mail：toshiseibi@city.takayama.lg.jp

障 が い 者 福 祉 計 画 福祉課 ☎35－3356　FAX35－3165
Maill：fukushi@city.takayama.lg.jp障がい福祉サービス計画

農業振興地域整備計画 農務課 ☎35－3141　FAX35－3166
Maill：noumu@city.takayama.lg.jp鳥 獣 被 害 防 止 計 画

教 育 振 興 基 本 計 画 教育総務課 ☎35－3153　FAX35－3172
Maill：kyouikusoumu@city.takayama.lg.jp

男女共同参画基本計画 市民活動推進課 ☎35－3412　FAX35－4884
Maill：shisui@city.takayama.lg.jp

環 境 基 本 計 画 環境政策推進課 ☎35－3533　FAX35－3169
Maill：kankyouseisaku@city.takayama.lg.jp

ご み 処 理 基 本 計 画 生活環境課 ☎35－3138　FAX35－3169
Maill：seikatsukankyou@city.takayama.lg.jp

閲覧場所　市ホームページ、上記の担当課、市民コーナー（市役所1階）、各支所、市図書
館「煥章館」、市民文化会館、ビッグアリーナ、女性青少年会館（休館日を除く
各施設の開館時間内）

提出方法　所定の様式に意見を記入のうえ、9月30日㈫までに窓口・
※様式は閲覧場所にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。

FAX・・郵送 MAIL

■ツキノワグマ目撃情報

H26は8月13日までの数値（農務課調べ）

H23 H24 H25 H26

4～6月 47 68 58 40

7～9月 53 146 82 37

10～12月 6 19 8

合　計 106 233 148 77

ご意見を
お寄せください

　看板や日よけなどを道路上（上空を
含む）に設置することを「道路の占用」
といい、設置にはその道路を管理して
いる国や県、市の許可が必要となりま
す。許可を受けないで設置している方
は、早急に手続きをお願いします。

●国府町、上宝町、奥飛驒温泉郷
　以外の場合
　高山土木事務所施設管理課
　（道路占用担当） ☎33-1111
●国府町、上宝町、奥飛驒温泉郷
　の場合
　古川土木事務所施設管理課
　（道路占用担当） ☎73-2911
●市道の場合
　維持課  ☎35-3340

路上に看板や日よけを
設置するには道路占用
許可が必要です


